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新 旧 備考 

輸出手形保険の引受の要件等について 
 

平成13年４月１日 01‐制度‐00076

沿革 平成27年11月16日 一部改正

 

輸出手形保険運用規程（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00035。以下「運

用規程」という。）第１条第１項第４号に規定する別に定める国又は地域（以

下「特定国」という。）及び同条第２項ただし書きに規定するこれらの特定国

を支払国又は支払地とする場合の承認の基準等及びその他輸出手形保険の引

受の要件等を下記のように定める。 

 

記 

 

１ 日本貿易保険が別に定める国又は地域 

(1) 引受停止国 
次表に掲げる特定国が支払国になる荷為替手形（運用規程第２条第１

項に規定するものをいう。以下同じ。）にあっては、保険関係の成立の承

認を行わない。ただし、独立行政法人日本貿易保険（以下「日本貿易保

険」という。）が特に認めた場合には、この限りでない。 
（表）（略） 

 

(2) 引受停止地域 
次表に掲げる特定地域が支払地となる荷為替手形にあっては、保険関

係の成立の承認を行わない。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合に

は、この限りでない。 
（表）（略） 

 

(3) 日本貿易保険が承認する場合の基準等 
別表の「特定国」を支払国又は支払地とする荷為替手形であって、「承

認基準」欄に定める要件の全てを満たす場合には、保険関係の成立の承

認を行うことができる。 
なお、「承認基準」欄の要件を満たし、かつ、「付加基準」欄に定める

要件を満たす場合には、日本貿易保険への保険関係の成立の承認申請を

輸出手形保険の引受の要件等について 
 

平成13年４月１日 01‐制度‐00076

沿革 平成27年11月２日 一部改正

 

輸出手形保険運用規程（平成 13 年４月１日 01‐制度‐00035）第１条第

１項第４号に規定する別に定める国又は地域（以下「特定国」という。）及び

同条第２項ただし書きに規定するこれらの特定国を支払国又は支払地とする

場合の承認の基準等及びその他輸出手形保険の引受の要件等を下記のように

定める。 

 

記 

 

１．日本貿易保険が別に定める国又は地域 

(1) 引受停止国 
次表に掲げる「特定国」が支払国になるものにあっては、保険関係の

成立の承認を行わない。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合には、

この限りでない。 
（表）（略） 

 

 

(2) 引受停止地域 
次表に掲げる「特定地域」が支払地となるものにあっては、保険関係

の成立の承認を行わない。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合には、

この限りでない。 
（表）（略） 

 

(3) 日本貿易保険が承認する場合の基準等 
別表１の「特定国」を支払国又は支払地とするものであって、「承認基

準」欄に定める要件の全てを満たす場合には、保険関係の成立の承認を

行うことができる。 
なお、「承認基準」欄の要件を満たし、かつ、「付加基準」欄に定める

要件を満たす場合には、日本貿易保険への保険関係の成立の承認申請を
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要しないこととする。 
また、「承認基準」欄の要件を満たさない荷為替手形については、原則

として保険関係の成立の承認を行わないこととする。ただし、日本貿易

保険が特に認めた場合には、この限りでない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔平成27年11月16日〕 

この改正は、平成27年11月30日から実施する。 

 

要しないこととする。 
また、「承認基準」欄の要件を満たさないものについては、原則として

保険関係の成立の承認を行わないこととする。ただし、日本貿易保険が

特に認めた場合には、この限りでない。 
 
２．保険料の国別倍率等 

(1) 輸出手形保険の保険関係の成立に関し適用される保険料の国別倍率

は、別表２のとおり。 
(2) 取消不能信用状付き荷為替手形の適用保険料率 

荷為替手形の買取時において、海外商社名簿について（平成13年４月

１日 01‐制度‐00063）第１条に基づき作成された海外商社名簿のＧＳ

格、ＧＡ格若しくはＧＥ格又はＳＡ格に格付けされた銀行が発行又は確

認する取消不能信用状（信用状統一規則（UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE 

FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION No.600）

に基づく支払確約又は同等の支払確約がなされているものであって、取

り消すことができないものをいう。以下「ＩＬＣ」という。）付き荷為替

手形については、Ｄ／Ｐ料率（支払渡条件の荷為替手形の場合の料率）

を適用する。 
 

 

附 則〔抄〕 

附 則〔平成27年11月２日〕 

この改正は、平成27年11月10日から実施する。 

 
［別表］ 

 

国 

ｺｰﾄﾞ 
特定国名

承認基準 
付加 

基準 
手形金額 

（億円） 

ﾕｰｻﾞﾝｽの上限 

（月数以内） 
決済条件

 （略）    

※「ユーザンス」：貿易保険の料率等に関する規程（平成16年７月２日 04

‐制度‐00034）別表第４の手形の買取日から起算して荷為替手形の

満期日までの期間 

［別表１］ 

 

国 

ｺｰﾄﾞ 
特定国名 

承認基準 
付加 

基準 
手形金額 

（億円） 

ﾕｰｻﾞﾝｽ制限 

（月数以内） 
決済条件

 （略）   
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注１：以下のいずれかに該当する荷為替手形について、保険関係の成立を

承認する。 

(1) 手形金額の全部について、以下の①から⑩のいずれかに該当

する銀行若しくは同行の支店若しくは子会社（イラン国外に所在

するものを含む。）以外の銀行が発行した若しくは確認するＩＬ

Ｃが付く場合。ただし、⑪の銀行又は同行の支店（イラン国外に

所在するものを含む。なお、子会社は含まない。）が発行又は確

認するＩＬＣについては、外国為替及び外国貿易法に基づく財務

大臣の許可を得た場合に限るものとし、当該許可が取り消された

場合は、保険契約上、当該許可は初めから無効であったものとみ

なす。 

①～⑪ （略） 

 

(2) （略） 
 

 

注２：（略） 

 

注１：以下のいずれかに該当する荷為替手形について、保険関係の成立を

承認する。 

(1) 手形金額の全部について、以下の①～⑩のいずれかに該当す

る銀行若しくは同行の支店若しくは子会社（イラン国外に所在す

るものを含む。）以外の銀行が発行した若しくは確認するＩＬＣ

が付く場合。ただし、⑪の銀行又は同行の支店（イラン国外に所

在するものを含む。なお、子会社は含まない。）が発行又は確認

するＩＬＣについては、外国為替及び外国貿易法に基づく財務大

臣の許可を得た場合に限るものとし、当該許可が取り消された場

合は、保険契約上、当該許可は初めから無効であったものとみな

す。 

①～⑪ （略） 

 

(2) （略） 
 

 

注２：（略） 

 

 
（削除）  

［別表２］ 

 

国別倍率表（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


